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                       吹田市水道部 

地下水等利用専用水道設置者への指導等指針 

                   平成 28 年 10 月 1 日実施 

令和７年４月１日改正 

 

１ 趣旨 

 この指針は、吹田市水道条例施行規程（昭和３３年水道事業管理規程第

１６号。以下「施行規程」という。）第７章に定めるもののほか、吹田市

水道条例（昭和３３年吹田市条例第３２７号。以下「条例」という。）第

３４条の２及び第３４条の３の規定に基づく地下水等利用専用水道の設

置者への指導等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 定義 

 この指針における用語の意義は、条例及び施行規程の例による。 

 

３ 事前協議 

条例第３４条の２第１項の規定による協議（以下「事前協議」という。）

は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第３３条

第１項の規定による専用水道布設工事確認申請を健康医療部と行う前に、

地下水等利用専用水道に係る水道施設の構造及び材質並びに管理につい

て行うものとする。 

 

（１）地下水等利用専用水道設置計画書 

 事前協議に当たっては、地下水等利用専用水道を設置しようとする者

から地下水等利用専用水道設置計画書（様式第１号）を提出させるものと

する。この場合において当該計画書に添付する主な書類は、次のとおりと

する。 

① 位置図 

② 地下水等処理工程図 

③ その他水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める書

類 
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（２）事前協議による対策の確認 

地下水等利用専用水道設置計画書及び事前協議の内容に基づき施工計

画が作成されているかどうかについては、開発行為等に関連する上水道

施設の整備に関する協議又は給水装置工事申込みの際に確認するものと

する。 

 

４ 指導等の内容について  

施行規程第３６条に規定する助言又は指導の内容は、次のとおりとす

る。 

① 滞留防止措置 

市水の給水管内に長期間滞留することによる水質劣化を防止す

るため、市水の一定量（給水管内の市水が１日１回以上入れ替わ

る量）以上を使用し、遊離残留塩素濃度の０．１ｍｇ／Ｌを下回

る市水を混合水槽に補給しないこと。また、市水の使用が著しく

少ないときは、使用前に非常用水栓等で排水して、規定の残留塩

素濃度、濁度等に異常が無いことを確認してから、混合水槽に補

給すること。 

② 逆流防止措置 

市水が断水したとき等に混合水槽内の混合水等が市配水管に逆

流しないように市水単独の受水槽又は逆止弁を設置する等の対

策を講ずること。また、給水機器等の故障で市水と地下水等処理

水が同時に混合水槽へ補給されることがあっても排水できる能

力のある越流管を設けること及び適切な吐出口空間を確保する

こと。 

③ クロスコネクション対策 

市水の給水管と市水以外の管等を接続しないこと。管外面に用途

が判別できるように表示等を行い、誤接続を防止すること。 

 

 

５ 地下水等利用専用水道設置届出書 

施行規程第３７条第１項の届出書は、地下水等利用専用水道設置届出

書（様式第２号）とする。 

添付書類は、施行規程第３７条第２項で定める。 
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６ 地下水等利用専用水道変更・廃止届出書 

施行規程第３８条の届出書は、地下水等利用専用水道変更・廃止届出書

（様式第３号）とする。 

添付書類は、施行規程第３８条第１項で定める。 

 

７ 市水の受水増量届出書 

施行規程第３９条の届出書は、市水の受水増量届出書（様式第４号）と

する。ただし、突発的な機器等の故障により緊急に市水の受水を増量する

必要がある場合で、事前に届け出ることができないときは、増量作業後、

直ちに水道部に連絡の上、速やかに市水の受水増量届出書を提出させる

ものとする。 

 

８ 協議等の実施 

    管理者は、条例第３４条の３に規定する届出に関し、適正な把握に努め

るとともに、管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、地

下水等利用専用水道の設置者に対し、当該水道施設の管理、使用水量等に

ついて、協議等を実施することができる。 
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様式第 1号 

 

         地下水等利用専用水道設置計画書   

                           年  月  日 

 吹田市水道事業管理者職務代理者 

 吹田市水道部長 宛 

            申出者 住所 

 

                氏名（名称） 

                  （代表者名）           

 

 下記のとおり地下水等利用専用水道の設置を計画していますので、吹田市水

道条例第３４条の２第１項の規定により、協議を申し出ます。 

 

記 

１ 施設の名称  

 

２ 施設の所在地    吹田市 

 

３ 地下水等利用専用水道による給水開始予定日     年  月  日 

 

４ 予定する使用水量 

     1 日平均給水量      1 日最大給水量 

施 設 に お け る   

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

施 設 に お け る    

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

     ㎥/日      ㎥/日      ㎥/日 ㎥/日 

 

５ 地下水等の利用できなくなる事態又は制限される事態が生じた場合に市水

から供給を受ける予定水量 

     1 日平均給水量     1 日最大給水量 

施 設 に お け る     

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

施 設 に お け る   

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

      ㎥/日       ㎥/日       ㎥/日      ㎥/日 

 

６ 逆流等の防止対策 （                       ） 

※対策実施の確認は、開発行為等に関連する事前協議や給水申込みの際に行います。 

事前協議確認 
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様式第２号 

 

         地下水等利用専用水道設置届出書   

                            年  月  日 

 吹田市水道事業管理者職務代理者 

吹田市水道部長 宛 

            届出者 住所 

 

                氏名（名称） 

                  （代表者名）           

 

 地下水等利用専用水道を設置しましたので、吹田市水道条例第３４条の３第

１項の規定により、下記のとおり届け出ます。なお、裏面記載事項を遵守するこ

とを誓約します。 

 

記 

１ 施設の名称  

 

２ 施設の所在地    吹田市 

 

３ 地下水等利用専用水道による給水開始日      年   月   日 

 

４ 予定する使用水量 

     1 日平均給水量      1 日最大給水量 

施 設 に お け る   

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

施 設 に お け る    

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

     ㎥/日      ㎥/日      ㎥/日 ㎥/日 

 

５ 地下水等の利用できなくなる事態又は制限される事態が生じた場合に市水

から供給を受ける予定水量 

     1 日平均給水量     1 日最大給水量 

施 設 に お け る     

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

施 設 に お け る   

全使用水量 

うち、市水から供給

を受ける水量 

      ㎥/日       ㎥/日       ㎥/日      ㎥/日 
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６ 添付書類 

  吹田市水道条例施行規程第３７条第２項で定めたもの 

 

 

水質管理上等の遵守事項 

 

（１）地下水等利用専用水道及び給水装置の水質管理に当たっては、関係法令

を遵守すること。 

  

（２）市から供給を受ける水が長期間滞留することによる水質劣化を防止でき

る量の水を使用すること。 

 

（３）平常時に比べ、市から供給を受ける水の使用量を一時的に著しく増量す

る場合は、事前に届出をすること。 

 

（４）地下水処理等を常時減量する場合又は廃止する場合は、必要に応じ、市水

からの引込管の増径を行うこと。 

 

（５）権利移転の際には、継承者に上記遵守事項を引き継ぐこと。 
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様式第３号 

 

       地下水等利用専用水道変更・廃止届出書  

                             

年  月  日 

 吹田市水道事業管理者職務代理者 

吹田市水道部長 宛 

            届出者 住所 

 

                氏名（名称） 

                  （代表者名）           

 

  地下水等利用専用水道のを変更・廃止しましたので、吹田市水道条例第３４

条の３第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 施設の名称  

 

 

２ 施設の所在地    吹田市 

 

 

３ 変更又は廃止をした日          年   月   日 

 

 

４ 変更した内容 

 

 

５ 添付書類（変更した時） 

  吹田市水道条例施行規程第３８条第１項で定めたもの 
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様式第４号 

 

           市水の受水増量届出書  

                            年  月  日 

 吹田市水道事業管理者職務代理者 

吹田市水道部長 宛 

            届出者 住所 

 

                氏名（名称） 

                  （代表者名）           

 

  市水から供給を受ける水の使用量を一時的に増量しますので、吹田市水道

条例第３４条の３第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 施設の名称  

 

２ 施設の所在地    吹田市 

 

３ 市水から供給を受ける水の増量期間 

     年   月   日 から    年   月   日ごろまで 

 

４ 市水から供給を受ける水の使用量 

              増量前       ㎥/日程度 

              増量後       ㎥/日程度 

 

５ 市水から供給を受ける水の使用量を増量する理由（いずれかに○） 

      

   ア 機器等をメンテナンスするため 

   イ 機器等が故障したため 

   ウ 地下水等の水質が悪化したため 

   エ その他（                       ） 

 

６ 連絡先     

      担当者名 

      電話番号 
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 参 考 資 料 

・吹田市水道条例 抜粋 

第７章 地下水等利用専用水道 

（事前協議） 

第３４条の２ 地下水等利用専用水道（法第３条第６項に規定する専用水道の

うち、市の水道から供給を受ける水に地下水等を混合して使用することがで

きる構造を有するものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、法第３

３条第１項の規定による確認の申請を行う前に、管理者と協議しなければな

らない。 

２ 管理者は、前項の協議において、地下水等利用専用水道に係る水道施設の構

造及び材質並びに管理に関し必要な助言又は指導を行うものとする。 

 （設置等の届出） 

第３４条の３ 地下水等利用専用水道の設置者は、その布設工事を完了したと

きは、速やかに、法第３３条第１項に規定する工事設計書その他の書類のうち

管理者が必要と認める書類を添えて、当該水道施設について予定する使用水

量を管理者に届け出なければならない。 

２ 地下水等利用専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項若しく

は同項の規定により提出した書類に記載された事項に変更があったとき、又

は当該水道施設が地下水等利用専用水道に該当しなくなったときは、速やか

に、管理者に届け出なければならない。 

３ 地下水等利用専用水道の設置者は、使用水量が一時的に著しく増加するこ

とが見込まれるときは、事前に、管理者に届け出なければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、附則第５項の規

定は、同年４月１日から施行する。 

 （協議に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の吹田市水道条例（以下「新条例」という。）第３４

条の２の規定は、平成２８年１０月１日（以下「施行日」という。）以後に水

道法（昭和３２年法律第１７７号）第３３条第１項の規定による確認の申請

（次項において「確認の申請」という。）が行われる地下水等利用専用水道（新

条例第３４条の２第１項に規定する地下水等利用専用水道をいう。以下同じ。）



10 

 

について適用する。 

 ３ 施行日前に確認の申請が行われた地下水等利用専用水道（附則第５項の

規定により協議が行われたものを除く。）の設置者は、新条例第３４条の３

第１項（次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による

届出の際に、水道事業管理者（以下「管理者」という。）と協議しなければ

ならない。 

  （設置の届出に関する経過措置） 

 ４ 施行日前に布設工事が完了した地下水等利用専用水道についての新条例

第３４条の３第１項の規定の適用については、同項中「その布設工事を完了

したときは、速やかに」とあるのは、「平成２８年１０月１日以後速やかに」

とする。 

  （施行日前の協議） 

 ５ 地下水等利用専用水道を設置しようとする者は、この条例の施行日前に

おいても、新条例第３４条の２第１項の規定による協議を行うことができ

る。この場合において、管理者は、この条例の施行日前においても、同条第

２項の規定による助言又は指導を行うものとする。 

 

・吹田市水道条例施行規程 抜粋 

第７章 地下水等利用専用水道 

（地下水等利用専用水道の設置者に対する指導等） 

第３６条 条例第３４条の２第２項の規定による助言又は指導は、次に掲げる

事項について、管理所者が別に定めるところにより行うものとする。 

⑴ 地下水等利用専用水道に係る給水装置における水の滞留の防止に関する

こと 

⑵ 市の水道から供給を受ける水（以下この章において「市水」という。）と

地下水等とが混合された受水槽の水及び地下水等利用専用水道に係る給水

装置内の水の市の配水管への逆流の防止に関すること 

第３７条 条例第３４条の３第１項の規定による届出は、次に掲げる事項を記 

載した届出書により行うものとする。 

⑴ 届出者の氏名及び住所 

⑵ 地下水等利用専用水道を設置している施設の名称及び所在地 

⑶ 1日最大給水量及びそのうち市水の量並びに 1日平均給水量及びそのうち

市水の量 

⑷ 地下水等を利用することが出来なくなった場合又は利用することができ

る地下水等の量が著しく減少した場合に予定する市水の使用量 
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⑸ 地下水等利用専用水道による給水の開始年月日 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、管

理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

⑴ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３３条第１項に規定する工事設 

計書 

⑵ 前条第１号に規定する滞留を防止するための設備の図面等 

⑶ 前条第２号に規定する逆流を防止するための設備の図面等 

⑷ その他管理者が必要と認める書類 

（地下水等利用専用水道の変更等の届出） 

第３８条 条例第３４条の３第２項の規定による変更の届出は、次に掲げる事

項を記載した届出書に前条第２項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いそ

の内容が変更されるものを添えて行うものとする。ただし、管理者がその必要

がないと認めるときは、この限りでない。 

⑴ 届出者の氏名及び住所 

⑵ 地下水等利用専用水道を設置している施設の名称及び所在地 

⑶ 変更の内容 

⑷ 変更年月日 

２ 条例第３４条の３第２項の規定による地下水等利用専用水道に該当しなく

なったことの届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとす

る。 

⑴ 届出者の氏名及び住所 

⑵ 地下水等利用専用水道を設置していた施設の名称及び所在地 

⑶ 当該水道施設が地下水等利用専用水道に該当しなくなった年月日 

（市水の使用量の増加の届出） 

第３９条 条例第３４条の３第３項の規定による届出は、次に掲げる事項を記

載した届出書により行うものとする。ただし、管理者がその必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

⑴ 届出者の氏名及び住所 

⑵ 地下水等利用専用水道を設置している施設の名称及び所在地 

⑶ 市水の使用量の増加が見込まれる期間及び当該期間に見込まれる市水の

使用量 

⑷ 市水の使用量が増加する理由 
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・地下水等利用専用水道設置届書の添付書類について 

   施行規程第３７条第２項で定めたものは、以下の添付書類を提出お願い

します。 

① 工事設計書 

② 配管平面図・断面図（市水分岐から混合水槽までの給水管を含む平面図及

び混合水槽の配管高さ、位置等を明記した断面図、地下水等処理水の混合

水槽への配管を含む、受水槽がある時は同様とする）図１、図２参照 

③ 位置図 

④ 地下水等処理工程図 

⑤ 混合水槽補水方法（市水及び地下水等処理水を混合水槽へ補給する制御方

法、市水を補給する時機がわかる電極位置を図示したもの又はフローチャ

ート等） 

⑥ その他 

 


